
    

職務限定・勤務地限定の別 
限限
定性
の明
示 
 ・ 
黙示 
 

限定性の判断要素 
限定性が解雇の効力の判断に及ぼす影響の態様 

（４要件・４要素に沿っているか） 

備考 

職務限定又
は勤務地限
定 

内容 判断要素 

（１）総論 
  判断枠組み 
（４要件・４要素に
沿っているか） 

（２）人員削減の必要
性 
 
※ 限定性を人員削
減の必要性を裏付け
る要素として考慮す
るもの 

（3）解雇回避努力 

（４）人選の合理性 
 
※ 限定性を人選の
合理性を裏付ける要
素として考慮するも
の 

（５）端的に解雇の合
理性を裏付ける結論
に結びつけているも
の 
 
※ ４要素を実質的
に検討しないと解しう
るもの 

1 
米軍立川基地事件・東京
地判昭和53・12・1 

職務  
従業員管理関係調
整職６等級 

黙示 
就労実態（特定業務
に従事） 

解雇事由の存否に
基づき判断 

  
①配転等を検討すべ
き範囲を限定 

      

2 
住友重機玉島製造所事
件・岡山地決昭和54・7・31 

職務 木型作業 黙示 
就労実態（特定業務
に従事） 

整理解雇法理   
④職種転換のための
教育訓練等の努力を
求める 

      

3 
東洋酸素事件・東京高判
昭和54・10・29 

職務 
工場（アセチレン部
門）の現業職 

黙示 
就労実態（特定業務
に従事） 

整理解雇法理   
①配転等を検討すべ
き範囲を限定 

      

4 
佐伯学園事件・福岡高判
昭和56・11・26 

職務 電気科の専任教員 黙示   

整理解雇法理の要
素を含むが、これと
異なる枠組みとも解
しうる枠組 

○ 
①配転等を検討すべ
き範囲を限定 

○     

5 
千代田化工建設（本訴）事
件・横浜地判平成4・3・26 

職務 
（川崎工場の）溶接
工 

黙示 
就労実態（特定業務
に従事） 

整理解雇法理の要
素を含むが、これと
異なる枠組みとも解
しうる枠組 

  
④職種転換のための
教育訓練等の努力を
求める 

      

6 
ザ・チェース・マンハッタン
銀行事件・東京地判平成
4・3・27 

職務 
リース事業部門の
ゼネラルマネー
ジャー 

明示 採用経緯（採用動機） 
解雇権濫用の有無で
判断 

      ○   

7 
觀智院事件・京都地決平
成5・11・15 

職務 拝観業務従事者 黙示 
就労実態（特定業務
に従事） 

解雇権濫用の有無で
判断 

  

②限定性により配転
等の解雇回避努力
が限定されるわけで
はない 

      

8 
スカンジナビア航空事件・
東京地決平成7・4・13 

職務、勤務
地 

  明示 契約書等の記載 

整理解雇法理の要
素を含むが、これと
異なる枠組みとも解
しうる枠組 

          

9 

ナショナル・ウエストミンス
ター銀行（第一次仮処分
異議申立）事件・東京地決
平成10・8・17 

職務 
トレードファイナンス
部門のアシスタント
マネージャー 

黙示 
就労実態（特定業務
に従事、配転・異
動） 

整理解雇法理 ○   ○     

10 

ナショナル・ウエストミンス
ター銀行（第二次仮処分）
事件・東京地決平成11・1・
29 

職務 
トレードファイナンス
部門のアシスタント
マネージャー 

黙示 

採用経緯（採用動
機） 
就労実態（配転・異
動） 

整理解雇法理の要
素を含むが、これと
異なる枠組みとも解
しうる枠組 

  

②限定性により配転
等の解雇回避努力
が限定されるわけで
はない 

      

ＪＩＬＰＴ「多様な正社員に関する解雇判例の分析」  整理表 【整理解雇】 

資料出所：独立行政法人労働政策研究・研修機構（細川良・山本陽大研究員）における「多様な正社員に関する解雇判例の収集・分析」結果から作成したもの 

資料２－２ 



    

職務限定・勤務地限定の別 

限定
性の
明示 
 ・ 
黙示 

限定性の判断要素 
限定性が解雇の効力の判断に及ぼす影響の態様 

（４要件・４要素に沿っているか） 

備考 
職務限定又
は勤務地限
定 

内容 判断要素 

（１）総論 
  判断枠組み 
（４要件・４要素に
沿っているか） 

（２）人員削減の必要
性 
 
※ 限定性を人員削
減の必要性を裏付け
る要素として考慮す
るもの 

（3）解雇回避努力 

（４）人選の合理性 
 
※ 限定性を人選の
合理性を裏付ける要
素として考慮するも
の 

（５）端的に解雇の合
理性を裏付ける結論
に結びつけているも
の 
 
※ ４要素を実質的
に検討しないと解しう
るもの 

11 
全日本海員組合事件・東
京地判平成11・3・26 

職務 運転士 明示 
契約書等の記載 
就労実態（特定業務
に従事） 

整理解雇法理の要
素を含むが、これと
異なる枠組みとも解
しうる枠組 

  

②限定性により配転
等の解雇回避努力
が限定されるわけで
はない 

      

12 
角川文化振興財団事件・
東京地決平成11・11・29 

職務 
姓氏大辞典編纂業
業務 

明示 採用経緯（採用動機） 整理解雇法理       ○   

13 

ナショナル・ウエストミンス
ター銀行(第三次仮処分)
事件・東京地決平成12・1・
21 

職務 
トレードファイナンス
部門のアシスタント
マネージャー 

黙示 

就労実態（特定業務
に従事） 
就労実態（配転・異
動） 

整理解雇法理の要
素を含むが、これと
異なる枠組みとも解
しうる枠組 

○   ○     

14 
峰運輸事件・大阪地判平
成12・1・21 

職務 トラック運転手 明示   
解雇事由の存否に
基づき判断 

  

②限定性により配転
等の解雇回避努力
が限定されるわけで
はない 

      

15 
広川書店事件・東京地決
平成12・2・29 

勤務地 長野分室 黙示 

採用経緯（採用権
者） 
就労実態（特定業務
に従事） 
労働者の私的事情 

整理解雇法理   

②限定性により配転
等の解雇回避努力
が限定されるわけで
はない 

      

16 

シンガポール・デベロップ
メント銀行（仮処分異議申
立）事件・大阪地決平成
12・5・22 

勤務地 大阪支店 明示 

採用経緯（採用権者、
募集の範囲、中途
採用） 
契約書等の記載 
就労実態（特定業務
に従事） 

整理解雇法理   
③希望退職募集の
範囲を限定 

      

17 
シンガポール・デベロップ
メント銀行（本訴）事件・大
阪地判平成12・6・23 

勤務地 大阪支店 黙示 

採用経緯（採用権
者） 
就労実態（特定業務
に従事） 

整理解雇法理   

②限定性により配転
等の解雇回避努力
が限定されるわけで
はない 

      

18 
ワキタ（本訴）事件・大阪
地判平成12・12・1 

職務 英文タイピスト 黙示 
就労実態（特定業務
に従事） 

整理解雇法理   

②限定性により配転
等の解雇回避努力
が限定されるわけで
はない 

      

19 
ミニット・ジャパン事件・岡
山地倉敷支決平成13・5・
22 

職務、勤務
地 

岡山地区のスー
パーバイザー 

黙示 
就労実態（配転・異
動） 

整理解雇法理   
①配転等を検討すべ
き範囲を限定 

      

ＪＩＬＰＴ［多様な正社員に関する解雇判例の分析」  整理表 【整理解雇】 

資料出所：独立行政法人労働政策研究・研修機構（細川良・山本陽大研究員）における「多様な正社員に関する解雇判例の収集・分析」結果から作成したもの 



    

職務限定・勤務地限定の別 

限定
性の
明示 
 ・ 
黙示 

限定性の判断要素 
限定性が解雇の効力の判断に及ぼす影響の態様 

（４要件・４要素に沿っているか） 

備考 

職務限定又
は勤務地限
定 

内容 判断要素 

（１）総論 
  判断枠組み 
（４要件・４要素に
沿っているか） 

（２）人員削減の必要
性 
 
※ 限定性を人員削
減の必要性を裏付け
る要素として考慮す
るもの 

（3）解雇回避努力 

（４）人選の合理性 
 
※ 限定性を人選の
合理性を裏付ける要
素として考慮するも
の 

（５）端的に解雇の合
理性を裏付ける結論
に結びつけているも
の 
 
※ ４要素を実質的
に検討しないと解しう
るもの 

20 
厚木プラスチック関東工
場事件・前橋地判平成14・
3・1 

職務、勤務
地 

関東工場 

職務
黙示、 
勤務
地明
示 

採用経緯 
就労実態（職種の
位置付け） 
労働者の私的事情 

整理解雇法理         
１日３時間４５分勤務
のパートタイマー 

21 
鐘淵化学工業（東北営業
所）事件・仙台地決平成
14・8・26 

勤務地 東北地区 明示 契約書等の記載 整理解雇法理   

②限定性により配転
等の解雇回避努力
が限定されるわけで
はない 
④職種転換のため
の教育訓練等の努
力を求める 
⑤勤務地・職務が消
滅した場合に、当該
地域における雇用維
持努力を求める 

      

22 
東洋印刷事件・東京地判
平成14・9・30 

職務 
営業補佐 
電算室での職務 

黙示 
就労実態（特定業
務に従事） 

整理解雇法理   
④職種転換のため
の教育訓練等の努
力を求める 

      

23 
東洋水産川崎工場事件・
横浜地川崎支決平成14・
12・27 

勤務地 川崎工場 明示 

採用経緯（採用権
者） 
契約書等の記載 
就労実態（配置・異
動、他職種との相
違） 

整理解雇法理   

②限定性により配転
等の解雇回避努力
が限定されるわけで
はない 

      

24 
大誠電機工業事件・大阪
高判平成15・1・28 

職務 
電車車両の誘導業
務 

黙示 
就労実態（職種の
位置づけ） 

整理解雇法理     ○     

25 
東北住電装事件・長野地
上田支決平成15・11・18 

勤務地 信州工場 黙示 
採用経緯 
契約書等の記載 

整理解雇法理   

⑤勤務地・職務が消
滅した場合に、当該
地域における雇用維
持努力を求める 

      

26 
パソナ（ヨドバシカメラ）事
件・大阪地判平成16・6・9 

職務、勤務
地 

ヨドバシカメラ大阪
駅前 
商品販売業務 

明示 
採用経緯（採用動
機） 

その他       ○ 

ＪＩＬＰＴ「多様な正社員に関する解雇判例の分析」  整理表 【整理解雇】 

資料出所：独立行政法人労働政策研究・研修機構（細川良・山本陽大研究員）における「多様な正社員に関する解雇判例の収集・分析」結果から作成したもの 



    

職務限定・勤務地限定の別 

限定
性の
明示 
 ・ 
黙示 

限定性の判断要素 
限定性が解雇の効力の判断に及ぼす影響の態様 

（４要件・４要素に沿っているか） 

備考 

職務限定又
は勤務地限
定 

内容 判断要素 

（１）総論 
  判断枠組み 
（４要件・４要素に
沿っているか） 

（２）人員削減の必要
性 
 
※ 限定性を人員削
減の必要性を裏付
ける要素として考慮
するもの 

（3）解雇回避努力 

（４）人選の合理性 
 
※ 限定性を人選の
合理性を裏付ける要
素として考慮するも
の 

（５）端的に解雇の合
理性を裏付ける結論
に結びつけているも
の 
 
※ ４要素を実質的
に検討しないと解し
うるもの 

27 
東光パッケージ事件・大
阪地決平成17・5・12 

職務 
デザイン室のデザ
イナー 

明示 

採用経緯（職歴、採
用動機） 
就労実態（特定業
務） 

整理解雇法理   

②限定性により配転
等の解雇回避努力
が限定されるわけで
はない 

      

28 
大隈事件・東京地判平成
23・2・7 

職務、勤務
地 

接客・販売業務 
品川駅東店 

明示 
採用経緯（採用権
者） 
契約書等の記載 

整理解雇法理   

②限定性により配転
等の解雇回避努力
が限定されるわけで
はない 

    
コンビニのアルバイ
ト店員 

29 
全国農業協同組合連合
会事件・宇都宮地決平成
23・3・30 

職務、勤務
地 

家庭薬配置事業 
栃木県本部の配置
薬センター 

黙示 

就労実態（配転・異
動、職種の位置づ
け、他職種との賃
金等の相違） 

整理解雇法理 ○         

30 
フェイス事件・東京地判平
成23・8・17 

職務 
中国現地法人の社
長 

明示 
採用経緯（採用動
機） 
就労実態（高処遇） 

解雇権濫用の有無
で判断 

      ○   

31 
トムス事件・札幌地判平
成24・2・20 

職務 営業事務職 黙示   
解雇事由の存否に
基づき判断 

          

32 
クレディ・スイス事件・東京
地判平成24・4・20 

職務 
債券本部ディレク
ター 

黙示 契約書等の記載 整理解雇法理           

33 
学校法人村上学園事件・
大阪地判平成24・11・9 

職務 
短大の健康福祉学
科の教授 

明示 

採用経緯（採用動
機） 
契約書等の記載 
就労実態（配転・異
動） 

整理解雇法理   
①配転等を検討す
べき範囲を限定 

○     

34 
VICTORSPORTS事件・
大阪地判平成25.3.8 

- A営業所 － 
就労実態（特定業
務に従事） 

整理解雇法理           

35 
PwCフィナンシャル・アド
バイザー・サービス事件・
東京地判平成15・9・25 

職務 
IB部門のマネー
ジャー 

黙示 
採用経緯 
就労実態（配転・異
動） 

整理解雇法理           

ＪＩＬＰＴ「多様な正社員に関する解雇判例の分析」  整理表 【整理解雇】 

資料出所：独立行政法人労働政策研究・研修機構（細川良・山本陽大研究員）における「多様な正社員に関する解雇判例の収集・分析」結果から作成したもの 



ＪＩＬＰＴ「多様な正社員に関する解雇判例の分析」  整理表 【能力不足解雇】 

    

職務限定・勤務地限定の別 

限定
性の
明示 
 ・ 
黙示 

限定性の判断要素 
限定性が解雇の効力の判断に及ぼす影響の態様 

 

備考 
職務限定又
は勤務地限
定 

内容 判断要素 

（１）総論 
  判断枠組み 
 
※能力不足解雇につ
いての判断枠組みを示
したもの 

(2)解雇事由該当性判
断 
 
※職務に求められる能
力（期待）に即して、就
業規則上の解雇事由
該当性を労働者側に
厳しく判断するもの 

（３）試用期間中の解雇 
 
※ 適格性の審査のた
めに試用期間を置くこ
と、広い解約権を留保
することを正当化 

（４）解雇回避努力義務 
 

36 
帝国興信所事件・神戸地判
昭和55・3・27 

職務  興信所調査員 明示 
採用経緯（採用試験） 
就労実態（賃金制度等
の相違） 

  ○       

37 
EC駐日代表部本採用拒否
第一審判決・東京高判昭和
58・12・14 

職務 
広報部報道室のAラン
ク職員 

黙示 その他     ○     

38 
フォード自動車事件・東京高
判昭和59・3・30 

職務 人事本部長 明示 

採用経緯（学歴・職歴・
能力、採用動機、期待
能力に関する労働者
の認識、中途採用、高
処遇の約束） 
請求形式（特定の地位
の確認） 

  ○   
①他職種への配転や
降格を不要と判断 

  

39 
アド建設設計事務所・東京地
判昭和62・3・30 

職務 
技術部長（構造設計全
般、現場監理、積算全
体） 

黙示 
採用経緯（学歴・職歴・
能力、労働者側の説
明） 

  ○       

40 
持田製薬事件・東京高決昭
和63・2・22 

職務 マーケティング部長 明示 

採用経緯（採用動機、
期待能力に関する労
働者の認識、高処遇
の約束） 
就労実態（高処遇） 

  ○   
①他職種への配転や
降格を不要と判断 

  

41 
横浜米海軍基地事件・横浜
地判平成3・8・1 

職務 
エンジニアリング専門
職（電気６級） 

明示 

採用経緯（学歴・職歴・
能力、募集広告、期待
能力に関する労働者
の認識） 
人事制度の態様 

        在日米軍事案 

42 
エイゼットローブ事件・大阪
地決平成3・11・29 

職務 営業課員 黙示 

採用経緯（学歴・職歴・
能力、中途採用、労働
者側の説明、高処遇
の約束） 

  ○       

43 
禁野産業事件・大阪地判平
成11・3・26 

職務 ビルの管理人 明示     ○   
①他職種への配転や
降格を不可能と判断 

  

44 
北海道龍谷学園事件（旧：小
樽双葉女子学園事件）・札幌
高判平成11・7・9 

職務 保健体育の教諭 明示         
①他職種への配転や
降格を不可能と判断 

  

資料出所：独立行政法人労働政策研究・研修機構（細川良・山本陽大研究員）における「多様な正社員に関する解雇判例の収集・分析」結果から作成したもの 



ＪＩＬＰＴ「多様な正社員に関する解雇判例の分析」  整理表 【能力不足解雇】 

    

職務限定・勤務地限定の別 

限定
性の
明示 
 ・ 
黙示 

限定性の判断要素 
限定性が解雇の効力の判断に及ぼす影響の態様 

 

備考 

職務限定又は
勤務地限定 

内容 判断要素 

（１）総論 
  判断枠組み 
 
※能力不足解雇につい
ての判断枠組みを示し
たもの 

(2)解雇事由該当性判
断 
 
※職務に求められる能
力（期待）に即して、就
業規則上の解雇事由
該当性を労働者側に厳
しく判断するもの 

（３）試用期間中の解雇 
 
※ 適格性の審査のた
めに試用期間を置くこ
と、広い解約権を留保
することを正当化 

（４）解雇回避努力義務 
 

45 
日本エマソン事件・東京地判
平成11・12・15 

職務 システムエンジニア 黙示 
採用経緯（採用動機、
労働者側の説明） 
就労実態（高処遇） 

  ○       

46 
プラウドフットジャパン事件・
東京地判平成12・4・26 

職務 
インスタレーションスペ
シャリスト 

黙示     ○       

47 
全日本空輸（退職強要）事
件・大阪高判平成13・3・14 

職務 客室乗務員 明示         
解雇回避努力の判断
は限定されない（労災
事案） 

  

48 
朝日新聞社事件・大阪地判
平成13・3・30 

職務 歯科医師 黙示         
①他職種への配転や
降格を不可能と判断 

  

49 
中川工業事件・大阪地決平
成14・4・10 

職務 
     - 
 
※製缶溶接組立工 

―             

50 
ヒロセ電機事件・東京地判平
成14・10・22 

職務 
品質管理部海外顧客
担当・主事一級 

黙示 
採用経緯（学歴・職歴・
能力、募集広告、採用
動機、中途採用） 

      
①他職種への配転や
降格を不要 
②教育訓練等を不要 

  

51 
自警会警察病院事件・東京
地判平成15・11・10 

職務 臨床医 黙示     ○   
③事前の注意・指導・
警告を不要 

  

52 
日水コン事件・東京地判平成
15・12・22 

職務 システムエンジニア 黙示 

採用経緯（学歴・職歴・
能力、採用動機、中途
採用、労働者側の説
明） 
その他 

  ○       

53 
横浜市学校保健会（歯科衛
生士）事件・東京高判平成
17・1・19 

職務 
巡回指導を行う歯科衛
生士 

明示     ○       

資料出所：独立行政法人労働政策研究・研修機構（細川良・山本陽大研究員）における「多様な正社員に関する解雇判例の収集・分析」結果から作成したもの 



ＪＩＬＰＴ「多様な正社員に関する解雇判例の分析」  整理表 【能力不足解雇】 

    

職務限定・勤務地限定の別 

限定
性の
明示・
黙示 

限定性の判断要素 
限定性が解雇の効力の判断に及ぼす影響の態様 

 

備考 

職務限定又
は勤務地限
定 

内容 判断要素 

（１）総論 
  判断枠組み 
 
※能力不足解雇につ
いての判断枠組みを示
したもの 

(2)解雇事由該当性判
断 
 
※職務に求められる能
力（期待）に即して、就
業規則上の解雇事由
該当性を労働者側に
厳しく判断するもの 

（３）試用期間中の解雇 
 
※ 適格性の審査のた
めに試用期間を置くこ
と、広い解約権を留保
することを正当化 

（４）解雇回避努力義務 
 

54 
国（在日米軍司令部・解雇）
事件・東京高判平成18・12・
21 

職務 報道編集専門職 明示 人事制度の態様         在日米軍事案 

55 
東京エムケイ事件・東京地判
平成20・9・30 

職務 タクシー運転手 黙示 
契約書等の記載 
就労実態（賃金制度等
の相違） 

      
①他職種への配転や
降格を必要と判断 

  

56 
A病院（医師・解雇）事件・福
井地判平成21・4・22 

職務 内科医長 黙示         

①他職種への配転や
降格を不可能と判断 
③事前の注意・指導・
警告を不要 

  

57 
類設計室事件・大阪地判平
成22・10・29 

職務 塾の文系講師 黙示         
①他職種への配転や
降格を不可能と判断 

  

58 
日本基礎技術事件・大阪高
判平成24・2・10 

職務 技術社員 黙示 契約書等の記載   ○   ②教育訓練等を不要   

59 
ロイヤル・バンク・オブ・スコッ
トランド・ピーエルシー事件・
東京地判平成24・2・28 

職務 
プログラムマネー
ジャー 

明示 

採用経緯（募集広告、
採用動機、期待能力に
関する労働者の認識） 
就労実態（高処遇） 

      

①他職種への配転や
降格を不要と判断 
③事前の注意・指導・
警告を不要 

  

60 
コアズ事件・東京地判平成
24・7・17 

職務 営業開発部長 黙示 
採用経緯（募集広告、
採用動機） 

          

61 
ブルームバーグLP事件・東
京高判平成25・4・24 

職務 記者 明示   

        ○ 
 
※契約継続を期待でき
ない程の重大性、改
善・反省の機会の付与、
改善可能性の見込み
等の事情を総合判断 

○       

資料出所：独立行政法人労働政策研究・研修機構（細川良・山本陽大研究員）における「多様な正社員に関する解雇判例の収集・分析」結果から作成したもの 


